
 扶助費
     ９２億１４７万円（１５億４，４５９万円、２０．２％増）

 　   ・児童手当費、施設型給付・地域型保育給付費改定による増

 普通建設事業費
     ５３億２，８４１万円（△１８億１，５０２万円、２５．４％減）

 　   ・庁舎建設外構工事費の減

　　　・就学前教育・保育施設整備工事費、見崎校区小中学校整
備工事費の減

　　　・岡山小学校校舎等整備工事費の増

 災害復旧事業費
     ６億７８０万円（△２０億４，７０２万円、７７．１％減）

　　  ・令和５年７月豪雨災害復旧事業費の減

 市税
     ６９億６，７０４万円（１億１，２１２万円、１．６％増）
　　  ・法人市民税、固定資産税、たばこ税の増

 地方交付税
     １４１億３，２００万円（７億５，９００万円、５．７％増）
　　  ・普通交付税の増

 市債
     ３１億８，５３０万円（△２５億２，６８５万円、４４．２％減）
　　 ・災害復旧事業債、旧合併特例事業債、過疎対策事業債
　　 　の減
　　　

令和７年度　一般会計当初予算のポイント

予算規模  ４３８億２，０００万円
 （対前年度比 　△４億３，３８９万４千円、１．０％の減）
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１　  自治体ＤＸ推進事業（スマホ活用支援員養成事業、ＤＸ人材育成事業）　　・・・７頁
　　　　　

２　  クラインガルテン事業　　・・・９頁
　　　 

３　  ローカルベンチャー事業　　・・・１０頁
　　　　　

４　  星空ブランド推進事業　　・・・１１頁

５　  保育園留学事業　　・・・１２頁
　　　
６　  大阪・関西万博　地方創生SDGｓフェス事業　　・・・１３頁

７　  振興山村地域生活支援事業　　・・・１４頁

８　  中小企業・小規模事業者振興事業　　・・・１５頁

　新規事業 　全１６事業　
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詳細は７頁から掲載



 ９　   市内企業人材確保支援事業　　･･･１６頁

１０　  企業立地推進事業　　・・・１７頁

１１　  八女伝統工芸等振興事業（伝統工芸館方針策定）　　・・・１８頁

１２　  商工振興費（一般）（特産品係）
　　　　（ふるさと支援寄附地場産品開発支援補助金）　　・・・１９頁

１３ 　 1か月児健康診査事業　　・・・２０頁

１４ 　 特別保育（その他）事業（特定保育所等運営事業費補助金）　　・・・２１頁

１５ 　 中山間地域介護サービス確保支援事業　　・・・２２頁

１６　   立花校区小中学校整備事業　　･･･２３頁　

新規事業 
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詳細は１６頁から掲載



　

  １　  入札・契約・検査事務（電子入札システム導入）　　・・・２４頁
　　　  
　２　  労働安全衛生管理事務（メンタルヘルス支援システム導入）　　・・・２５頁
　　　   

  ３　  公共施設管理業務（遊休公共施設等利活用促進審議会設置）　　・・・２６頁
　　 　

　４　  再生可能エネルギー利活用事業（森林Ｊクレジット創出事業）　　・・・２７頁

　５　  再生可能エネルギー利活用事業（木質バイオマス拠点基地整備事業）　　・・・２７頁

  ６　  地域おこし協力隊事業(募集支援・活動のためのサポート）　　・・・２８頁

  ７　  住宅性能向上改修補助事業　　・・・２９頁

　８　  地域公共交通調査事業　　・・・３０頁

  ９　　 都市交流事業　　・・・３１頁

 １０　  ひきこもり支援推進事業　　・・・３２頁

拡充事業 　　全２１事業
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 １１　  生活困窮者自立支援事業（住宅確保給付金 転居費用補助）　・・・３３頁　 　  

 １２　  生活困窮者自立支援事業（家計改善支援）　　・・・３４頁

 １３　  やめっこ未来応援金事業　　・・・３５頁

 １４　  放課後児童健全育成事業（施設整備）　　・・・３６頁　　

 １５　  特別保育（その他）事業（障がい児教育・保育事業補助金）　　・・・３７頁

 １６　  成人予防接種事業（帯状疱疹ワクチン定期接種化）　　・・・３８頁

 １７　  緊急通報システム事業　　・・・３９頁

 １８　  八女茶生産振興事業　　・・・４０頁

 １９　  森林経営管理事業（危険木除却支援対策事業費補助金）　　・・・４１頁　

 ２０　  物価高騰に伴う学校給食等に関する負担軽減事業　　・・・４２頁

 ２１　  教育相談員派遣事業　　・・・４３頁

拡充事業 
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(単位:億円)

○市債の現在高（令和７年度末見込み）　
　　約３８３億８，０００万円　（約３，２００万円の減）

○基金の現在高（令和７年度末見込み）　
       約１６６億５，０００万円　（約２４億５，０００万円の減）

一般会計市債・基金残高の推移

臨時財政対策債とは・・・形式的には自治体が
地方債を発行するが、償還に要する費用は、
後年度の地方交付税で全額措置されるため、
実質的には交付税の代替財源

※R6・R7は見込額　　6



ＤＸ推進室
ＤＸ推進係

新規№1-1　自治体ＤＸ推進事業（スマホ活用支援員養成事業）　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 1,716千円 　　　　　　　　　　　　　

　令和6年度より移動型スマホ教室＋スマホ何
でも相談会に取り組み、デジタルデバイド対
策に着手した。令和7年度ではさらに、スマホ
活用支援員養成講座（市民対象）に取り組む
ことでデジタルデバイド対策を加速させる。

　行政手続の簡略化・オンライン化、行政
サービスのオンライン化等を実現し、住民
サービスを向上させるとともに、事務改善・
改革、基幹系システム標準化への対応及び
データの利活用の推進により事務の効率化を
図り、自治体ＤＸを推進する。

スマホ活用支援員の養成
・15名を育成
・サロンなどへ派遣　5回／年（3人/回、参加者10人/回）

〇デジタルデバイド対策
　・スマホ活用支援員養成講座運営委託　委託料：1,650千円
　・スマホ活用支援員活動支援業務委託　委託料：66千円
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ＤＸ推進室
ＤＸ推進係

新規№1-2　自治体ＤＸ推進事業（ＤＸ人材育成事業）　　　　　　　　　　　　

令和７年度予算額 2,354千円 ＜財源＞特別交付税（措置率0.7）　　　　　　　　　　　　　

　これまで、ビジネスチャットツールや生成
AIシステムの導入など行政のＤＸに資する取
り組みが中心だった。令和7年度ではさらに、
ＤＸ人材育成（職員対象）に取り組み、人材
育成を強化し、ＤＸを加速させる。

　行政手続の簡略化・オンライン化、行政
サービスのオンライン化等を実現し、住民
サービスを向上させるとともに、事務改善・
改革、基幹系システム標準化への対応及び
データの利活用の推進により事務の効率化を
図り、自治体ＤＸを推進する。

ＤＸ人材育成
　・令和7年度に30人程度
　・対象者の所属部署の課題解決を1件以上取り組む

〇ＤＸ人材育成事業
　・ＤＸ人材育成システム利用料　使用料：2,354千円
　※特別交付税対象（措置率　0.7）
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企画政策課
企画政策係

新規№2　クラインガルテン事業
令和７年度予算額15,670千円  ＜財源＞新しい地方経済・生活環境創生交付金 7,835千円
                                           　ふるさと支援寄附基金繰入金 7,800千円　　　　　　　　　　　　　　

• クラインガルテン事業として農地付き滞在施設
を整備し、一定期間貸し出す。

• 地域材、省エネ、エコ（コンポスト、雨水利用な
ど）に配慮した施設を整備する。

• 体験やサービスの提供に加えて、周辺地域と
の農的・文化的交流を促進する。

• 当事業は公民連携事業として実施することで、
質の高いサービスを提供する。

• 令和７年度は基本計画等の策定業務を委託
する。

　クラインガルテン事業（滞在型農園）によ
り都市と八女市内の農村との二地域居住を推
進し、八女市における関係人口・半定住人口
の増加を図り、将来的な移住のきっかけづく
りを行うもの。

　本事業により人口減少の影響である空き家や耕作放棄
地等の有効活用や地域との交流増加を目指す。
　また、利用者の中から将来的な移住者につなげるとともに、
地域行事の担い手として地域交流による地域活性化を目標
とする。

【課題】

• 旧町村（八女東部地域）の人口減少
• 地域の担い手不足（祭りなど）

• 耕作放棄地、空き家、低未利用公共施
設の活用

国交省調べ
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企画政策課
企画政策係

新規№3　ローカルベンチャー事業　　　　　　　　　　
令和７年度予算額11,162千円＜財源＞新しい地方経済・生活環境創生交付金 5,483千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふるさと支援寄附基金繰入金 5,400千円

　地方に興味がある・起業したいと思っている都会
に居住する潜在層を募集し、事業提案をブラッ
シュアップしたうえで事業提案審査会を実施し、優
秀な提案を行った者を伴走支援する。任用期間中
（３年間）は地域と関わりながら企業の準備活動を
行い、期間終了後ベンチャーとして起業する。
　令和７年度は、令和８年度からの募集開始に向
けて事業構想を策定する。

　ローカルベンチャー事業は、都市圏から起
業志望者を募集して、八女市で起業するサイ
クルを作ることで経済の活性化だけでなく若
者の定住促進、地域の魅力向上を図るもの。

　都市圏の住民が八女に来て創業するサイクルを形成する
ことが出来れば、定住人口の増とともに仕事・雇用の創出に
つながる。また、「八女は創業者が多い」というイメージづくり
により、起業家同士のつながりにより副次的な巻き込み効果
も期待できる。

【課題】

• 地域評価指標　新規設立法人割合　偏差値43.5
納税者あたり課税対象所得　偏差値43.1

• 労働生産性（付加価値）八女市は3,576千円（全国平均
が6,095千円/人）と低い

• 八女市は小規模の起業者誘致の取組みが不足

現時点のイメージ
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企画政策課
企画政策係

新規№4　「星空ブランド」推進事業 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額1,750千円　＜財源＞企業版ふるさと納税 1,750千円　　　　　　　　　　　　　

　「星空保護区」の認定に向けた調査活動や
星空に関する地域での調査啓発活動を行う。
また、この事業は星野地区でフィールドワー
クを実施している法政大学や一般財団法人星
のふるさとと連携して実施する。
　令和７年度は星空保護区認定申請に係る予
備調査、大学による光害のモニタリング測定、
地域への理解を求めるための啓発講座などを
実施する。

　日本で現在４か所しかない「星空保護区」
の認定を目指し、八女市星野村の星空のブラ
ンディングを行うとともに地域の誇りを向上
させ、関係人口の増加・地域経済の活性化を
図るもの。
※星空保護区：ダークスカイ・インターナショナルが2001年
に始めた「星空保護区認定制度」は、光害の影響のない、暗
い自然の夜空を保護・保存するための取組を称える制度。認
定には、屋外照明に関する厳格な基準や、地域における光害
に関する教育啓発活動などが求められ地域住民などの理解と
努力によって支えられる。

• 星空保護区の認定
• 星空のブランド力の強化とシビックプライドの造成
• 法政大学学生との関係人口創出

国際ダークスカ
イ協会（IDA）

星野ふるさと財団、
法政大学八女市

連携
啓発、光害調査など

申請
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企画政策課
企画政策係

新規№5　保育園留学事業　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 8,250千円　＜財源＞新しい地方経済・生活環境創生交付金 4,125千円　　　　　　　　　　　　

　「保育園留学」は、都会に住む子どもが、八女市
の保育園に数週間のびのび通いながら、親はリ
モートで働きながら家族で滞在できる、こども主役
の暮らし体験（二拠点居住）。
　子どもには、幼少期に大自然に触れて心身とも
に健やかに育つ環境を提供し、家族はスローな田
舎暮らしの中で田舎暮らしを満喫する。

　令和７年度は、委託事業者により宿泊先や保育
所の受入れなどの環境整備と利用者のマッチング
を行う。

　地域住民から子どもが少なくなっていくこと
は、シビックプライドの低下につながり、地域
経済の停滞・賑わいの減少をもたらすとともに、
保育園自体の運営問題につながり少子化の悪循
環が発生する。しかしながら都市住民にとって
はそのような自然豊かな保育環境は大きな価値
のあるものであり、この両者をマッチングする
ことで地域活性化を図る。

ターゲット：田舎暮らしを体験したい親子

• 一時保育による定員割れ保育所の経営安定化。
• 地域には、家族ぐるみの超長期的関係人口の創出や

　地域経済への貢献をもたす。
• 最終的には移住先として選定してもらう。
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企画政策課
企画政策係

新規№6 大阪・関西万博 地方創生SDGｓフェス事業
令和７年度予算額 4,100千円＜財源＞個性ある地域づくり推進事業費補助金 2,050千円

　内閣府地方創生推進事務局が主催する
「2025大阪・関西万博・地方創生SDGsフェ
ス」に八女市として出展の採択を受けており、
５月２８日～６月１日にかけて割り振られた
ブース内で八女茶のプロモーションを実施す
る。

　八女茶ブランドの更なる発信強化によって、
八女の農産物の魅力を国内外に強く発信し、
八女産農産物の更なる知名度の向上と消費拡
大を図ることを目的とする。

　また、八女ブランドの認知拡大を進めるこ
とで、農業従事者の付加価値の増加の契機と
したい。

【事業目標】ブース入込客数 累計6,000人

【アウトカム指標】GI認証を受けた八女伝統本玉露の平
均単価　20,000円／100g

出展イメージ
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企画政策課
企画政策係

新規№7　振興山村地域生活支援事業　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 15,693千円

山間地の若者流出を抑制するために、民間事
業者に賃貸借し、民間事業者が買物拠点施設
を整備し運営する。

（振興山村地域生活支援実施要綱に基づく事業）

今回の事業に係る立地は、買い物する場所が
なくなりつつある地区を予定している。

買い物拠点による地域住民の生活の利便性の
向上に加えて、多面的な機能を活かした地域
の生活インフラとして活用し地域活性化を図
るもの。
※振興山村地域生活支援事業：振興山村地域
では人口減少により生活圏の存続が難しく
なっている。そこで、市はリスクの高い民間
事業者の活動を支援し、住民が安心して暮ら
せるまちづくりを目指す。

民間事業者の条件不利地区への出店に対して、支援を
行う官民連携事業。

振興山村地域における若者の転居・転出を抑制する。

民間事業者

連携協定
（買い物支援）

八女市

条件不利地区
に出店

土地貸付

買い物拠点施設
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商工・企業誘致課
商工振興係新規№8　中小企業・小規模事業者振興事業　　　　　　　　　　　　

令和７年度予算額 15,847千円＜財源＞デジタル田園都市国家構想交付金 7,924千円　　　　　　　　　　　

　

　市内において新規創業を行うもの、既存事業者など
に対し、様々な支援を行うことにより、市内の中小企
業・事業者の振興を図る。

（２）③
　　　　　　　　　補助金

　新規創業者の育成と、既存事業者への支援を通し、商工業の振
興を図る。

①市内の80社以上の事業者を掲載しＰＲを行うことで、企業の人
材不足を解消し、事業拡大や第三者事業承継などが行いやすい環
境を整備する。
②空き店舗の情報サイトへ30件の掲載を目指す。
③商工業者ＤＸ支援事業費補助金交付件数20件を目指す。

市
中小企業・

小規模事業者

①中小企業紹介冊子等作成事業（新規）

市内の企業を紹介する冊子（紙版・データ版）を作成し、
市内の高校生、大学生及び都市圏で働く八女出身者等へ配
布・ホームページ等へ掲載することにより、市内企業への
就職及びＵターン等を促進させ、市内企業の人材不足等の
課題解決を行う。
　（予算４，６９２千円）
②空き店舗活用支援事業（新規）

新規創業を促進するため、商工団体・不動産業者と連携し、
空き店舗の調査・取材を行う。そのデータを「空き店舗バ
ンク」としてWEBサイトで公開することにより、創業予定者
等へ創業場所の情報提供を行う。
　（予算１，１５５千円）
③中小企業ＤＸ支援事業費補助金（新規）

社会経済の変化に対応し、生産性向上に向けたＩＴツール
を導入する事業者に対し、その経費の一部に対し補助金を
交付する。補助対象経費として、ソフトウェア導入費用と、
その使用に必須となるハードウェア導入費用及び事業実施
にかかるコンサルティング等費用とする。集中的にＤＸ化
を推進するため補助率を２/３とし、実施期間を３年間とす
る。
　（予算１０，０００千円）

（１）①、②
　　　　　　委託　 　　　　　　　情報提供

　　　　　　　　　市 民間企
業等

①高校生等
②創業予定者
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商工・企業誘致課
企業誘致係新規№9　市内企業人材確保支援事業 　　　　　　　　　　　　

令和７年度予算額 2,250千円 ＜財源＞デジタル田園都市国家構想交付金 1,125千円　　　　　　　　　　　　　

　市内企業の人材確保と若者の地元就職を促
進することを目的として、自社の魅力および
人材採用について、動画を活用してＰＲしよ
うとする事業者に対して、動画作成に係る経
費の一部を助成する。 

　市内企業が、当該事業を活用して人材確保のための事
業を推進することで、必要とする人材確保の円滑化を図
る。
　令和７年度新規事業のため、当該事業の周知徹底を図
るとともに、１５件の申請を目指す。

・市内企業プロモーション動画制作支援事業補
助金

　人材の採用を目的とした企業プロモーション
動画を製作する費用、また、これらの動画を社
員自ら作成・編集できるよう、専門家等の支
援・アドバイスを受ける際の費用を補助する。

補助金
市内企業プロモーション動画制作支援
事業補助金

対象者 八女市内に事業所がある事業者

補助率 2分の1

補助上限額 15万円

補助対象経費
PR動画制作にかかる委託料、賃借料、著
作権料等動画作成にかかる費用

補助金

市 民間企業

16



商工・企業誘致課
企業誘致係

新規№10　企業立地推進事業 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 13,197千円　　　　　　　　　　　　　　

1)企業立地活動の基礎資料作成に当たり、企業の新規の
立地意向を把握するため、アンケート調査を実施する。

2)産業団地候補地の土地利用構想の策定、構想に基づく
基本計画の作成及び事業スケジュールや概算事業費の算
出を行う。（委託）

3)新規の立地意向がある企業に対して、企業を訪問し、
誘致活動を実施する。

　企業誘致の受け皿となる優良な産業団地を
確保するとともに、八女市の産業に寄与する
企業の誘致を推進し、地域経済の活性化、雇
用機会の拡大、税収増、人口流出抑制、移住
定住を促進することを目的とする。

1）八女市への進出可能性企業を選定15社以上
2）産業団地候補地の基本計画策定

3）誘致活動のため訪問する企業10社

事業１）、２）

委　託

市 民間企業等

誘致活動(訪問)

市 民間企業

事業３）

17



商工・企業誘致課
特産品係

新規№11　八女伝統工芸等振興事業（八女伝統工芸館方針策定業務）　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 3,520千円 ＜財源＞ふるさと支援寄附基金繰入金 3,520千円　　　　　　　　　　　　　

　八女伝統工芸館の機能や役割について、伝
統工芸産業の拠点としてあるべき姿を検討し、
方針を策定するために専門的な知識と経験を
持つ業者に業務を委託する。
・会議体運営
・データ収集と現状分析
・課題の特定及び分析
・具体的な改善施策の提案
・報告書の作成

　八女伝統工芸館の来館者のニーズや期待が
変化している。一方で、伝統工芸産業は後継
者不足、需要の低迷、現代の消費者のニーズ
とのギャップなどにより厳しい状況にある。

　伝統工芸産業の拠点として八女伝統工芸館
の今後の方向性や運営方針を検討し、施設の
魅力を維持・向上させ、持続可能な運営を実
現し、伝統工芸産業の振興と地域の活性化を
図る。

・八女伝統工芸館方針策定業務

　伝統工芸産業の現状を把握し、伝統工芸館の魅力を高
め持続可能な運営の実現と伝統工芸産業の振興を図るた
めの改善や振興策などの運営方針の提言をまとめる。

民間
企業

委託　市

　指定管理者
一財）八女伝統工芸館

関係団体

伝統工芸産業団体等

（設置）

八女伝統工芸館

（運営）

理事※

連携

理事※

現状分析
ヒアリング
改善策提案
会議運営
計画策定

※一般財団法人八女伝統工芸館の理事の
構成は、伝統工芸４組合、市、農協、商
工会議所、商工会、観光協会、観光案内
人の会、伝統工芸館館長

18



商工・企業誘致課
特産品係

新規№12　商工振興一般（特産品）事業（ふるさと納税地場産品開発支援補助金）

令和７年度予算額 3,000千円 ＜財源＞ふるさと支援寄附基金繰入金 3,000千円　　　　　　　　　　　　　　

　ＥＣサイト等での流通に取り組む市内事業
者に対し、ふるさと納税の返礼品として市の
魅力発信につながる商品の開発等のための支
援を行うことで、販路拡大による地域事業者
の経営発展、経営安定化及び地域経済の活性
化を図る。また、市の地場産品をオンライン
販売やふるさと納税サイト等で広く知っても
らうことで地域の魅力向上や市の認知度の向
上を目指す。

・ふるさと納税地場産品開発支援補助金

　年間１０件の応募による地場産品の開発等を目指し、
地域事業者の経営発展、経営安定化及び地域経済の活性
化を図るとともに、ふるさと納税サイト等における地場
産品の知名度の向上などの波及効果を創出する。

市内

民間企業等

補助金 ２/３
３０万円以内市

事業概要

　通販サイト等での販路拡大を目指すために
地場産品の開発等に取り組む市内事業者を募
集し、地場産品の開発や改良にかかる経費の
一部を補助する。（令和７年度から３年間）
＜補助対象経費＞
・謝礼（デザイナー等外部専門家への謝礼）
・消耗品（容器や梱包材の購入）
・印刷費（パッケージ、包装紙、シール等の印刷）
・委託料（デザイン委託、試作品外注、分析等）
・原材料費（新商品開発の材料費等）
・賃貸料（機械器具等リース、レンタル）

※新たに行うもののみ（既にある物の再購入や印刷、
パソコン等日常使える汎用物品などの経費は除く） 19



子育て支援課
こども家庭係

新規№13　１か月児健康診査事業 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 2,536千円 ＜財源＞母子保健衛生費補助金 1,224千円　　　　　　　　　　　　　　

1か月児を対象に健康診査の実施に係る費用に
ついて助成を行う。
実施方法：個別健診

健診内容：身体発育状況、栄養状態、身体の
　　　　　異常の早期発見、こどもの健康状
　　　　　態や育児の相談等
助成方法：産科医療機関へ委託又は償還払い
助成金：6,000円/人

乳幼児健康診査については、母子保健法によ
り「1歳6か月児」及び「3歳児」に対する健康
診査が義務付けられている。また、乳児期
（４か月児、10か月児）の健康診査について
も実施している。こうした中で、新たに「１
か月児」に対する健康診査の費用を助成する
ことにより、出産後から就学前までの切れ目
のない健康診査の実施体制を整備することを
目的とする。

医療機関における個別健診

これまで、自己負担で受診されていた１か月児健康診査
受診料について助成を行い、こどもの健康発育について
健康診査が受けれる体制を整備する。
対象児童受診率：100％を目指す。

医療機関 市

対象者

委託料

※委託医療機関以外の場合は、
償還払い

健診
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子育て支援課
こども保育係

新規№14 特別保育事業費補助金　　　　　　　　　　　
令和7年度予算額 77,300千円　　　　　　　　　　　　　　

　

１．児童数の減少が進む八女東部地域の特定の
　　私立保育所等について、新たな財政支援を
　　行う。

２．公定価格（保育所等運営費）では対応して
　　いない障がい児教育・保育等の保育ニーズ
　　に対応するための費用について、私立保育
　　所等に対する財政支援を強化する。

【 新規 】
■特定保育所等運営事業費補助金 11,300千円

（１）実施主体…私立保育所等
（２）事業内容…　　
　　　児童数の減少が進む八女東部地域において、運営費の確保が困
　　　難な特定の私立保育所等に係る運営費を補助
　　　※ 旧市町村ごとの域内で1施設しかない保育所等が対象
　　　※ R7は「矢部保育園」のみが対象

【 拡充 】
■障がい児教育・保育事業事業補助金 66,000千円
（１）実施主体…私立保育所等
（２）拡充内容…　　
　　　障がい児教育・保育事業に専任配置される保育士等に係る人件
　　　費の補助基準額を増額（3,000千円 ← 1,944千円）

１．児童減少が進む八女東部地域の保育の提供体制を確保する。

２．障がい児保育に従事する保育士等の処遇を改善し、障がい児
　　の受入れ体制の強化を支援する。

　　「事業スキーム」欄に記載のとおり、対象事
業の実施に必要な費用について、補助金を交付
する。

21



介護長寿課
介護サービス係

新規№15　中山間地域介護サービス確保支援事業（新規）
令和７年度予算額 11,400千円 ＜財源＞過疎対策事業債 11,400千円

八女市東部の山間地域に居住する利用者への
訪問サービスを確保するため、サービスを提
供した訪問介護及び小規模多機能型居宅介護
支援等の事業者を対象として、提供実績に応
じて、その経費の一部について支援を行う。

なお、対象地域は矢部、星野、上陽の一部及
び黒木の一部とする。

広大な面積を有する八女市内の中でも、特に
中心部から離れており年々急速に高齢化が進
む矢部村や星野村を含む東部の山間地域では、
対応できる介護保険サービス事業が限られる。
特に訪問介護については、要介護者がサービ
スを受けにくい面があるため、訪問サービス
の提供に対して支援を行うことで、山間地域
における訪問介護サービスの確保を目指す。

　　　　　　補助
　　　　　　　
　　　　　①訪問介護　
　　　　　　１回の訪問介護サービスにつき2,000円を支給
　　　　　　対象地域：矢部、星野、上陽の一部、黒木の一部

　　　　　②小規模多機能型居宅介護支援等　
　　　　　　訪問サービスを提供した利用者１名につき
　　　　　　１月に10,000円を支給
　　　　　　対象地域：矢部、星野、上陽の一部

事業者に対し、山間地域への訪問に要するコスト等への
支援をすることにより、事業運営の安定化を図る。

これにより、訪問サービスの提供が増加することが期待
され、山間地域に住む要介護者が訪問介護サービスを受
けやすくなることで、在宅生活の維持につなげる。

市 事業者
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学校教育課
施設係

新規№16　立花校区小中学校整備事業　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 19,000千円 ＜財源＞繰入金 19,000千円　　　　　　　　　　　　　

・立花小中学校基本計画業務委託料
（１９，０００千円）

・立花校区の小・中学校のあり方を検討し、
義務教育学校として整備していく小中学校に
ついて、義務教育学校として開校するために
不足する教室等の増築や既設校舎（職員室・
給食室・浄化槽等）の改修等の整備を目的と
する。

〇基本計画作成業務委託
　　　　　　　　 （委託)

（繰入金）公共施設整備基金繰入金　19,000千円

〇専門的な知識を有する業者に委託することで、周辺環
境を含めた現況把握や事業実施のための課題抽出等、可
能性のある土地建物の利用方針及び計画等、実現性のあ
る整備方針を示すことで、基本計画に生かすことができ
る。

八女市 請負業者
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総務課
契約係

拡充№1　入札・契約・検査事務（電子入札システム導入業務） 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 7,578千円＜財源＞新しい地方経済・生活環境創生交付金 3,454千円　　　　　　　　　　　　　

　ふくおか電子自治体共同運営協議会が選定して
いるふくおか電子入札システムを導入する。本シ
ステムは県内の自治体が多数が導入しているため、
汎用性で他のシステムより優れる。

・電子入札システム導入：＜拡充＞

・競争参加資格申請受付システム導入＜拡充＞
・契約管理システム：他社製からの更新
・上記３システムの使用料

　入札業務と競争入札参加資格申請について、
現在の紙による方法からインターネットを活
用する方法へ改善する。

　事業者は仕様書の授受や入札会への出席で
市役所へ行き来する労力が減少する。市はイ
ンターネットを介して指名通知から落札者決
定までを行えるようになる。
　双方人的及び時間的制約が減少する。

〇新しい地方経済・生活環境創生交付金（システム導入に要する経費の1/2）

・令和７年度末までに上記３システムを導入し、システム利用説明会を
４回事業者向けに開催する。資格申請受付システムを活用した電子受付
を行い競争入札参加資格名簿を完成させる。この資格名簿を活用して電
子入札を複数回実施する。
・令和８年度は、電子入札への移行期間となる。入札は全件電子入札と
するが、インターネット環境がない業者については、紙による入札書を
市役所へ持参してもらい、職員が金額をシステムへ入力して対応する。
・令和９年度は、紙による入札書持参を廃し、完全電子入札を目指す。
・上記により、次のステップである電子契約に向けての基盤を整える。
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人事課
研修厚生係

拡充№2　労働安全衛生管理事務（メンタルヘルス支援システム導入） 　　　　　　　　　　　　

令和７年度予算額　1,188千円　　　　　　　　　　　　　　

①メンタルヘルスアンケートに回答
　（採用３年目までの職員）
②結果確認
　職員→セルフマネジメントに活用
　所属長→職員の心理的状況の把握、ケア

　デジタル技術を活用し、サポートが必要
な職員を可視化、早期に的確なケアを行う
ことで、職員のメンタルヘルスの向上と休
職の予防を図る。

　職員が心身ともに健康な状態を維持し、質の高
い行政サービスを提供していくことを目指す。

民間企業

職　員人事課 所属長

システム使用料

回答

部下職員の
回答結果

ケア回答依頼

  対象者
　採用３年目までの職員及び所属長
　※システム利用アカウント数１２０人程度

回答結果
（セルフマネジメント）

回答結果
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財政課
公共施設マネジメント係

拡充№3 公共施設管理業務 （遊休公共施設等利活用促進審議会設置）

令和７年度予算額 324千円 

八女市公共施設等総合管理計画では、公共建築物の延床面
積を令和28年度までに40％（約16.1万㎡）削減することを
目標としております。
令和７年度は10施設程度の公募を予定しており、うち２件
ほどの賃貸借契約や譲渡契約ができるよう、取り組みを進
めてまいります。

共施設の利活用促進による地域活性化

事業の内容

事業目的

事業概要

事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

成果目標

　 遊休公共施設利活用促進条例を新規制定し、遊休公共
施設を利用して事業を行う法人、団体又は個人に対して奨
励措置を講ずることにより、遊休公共施設の利活用促進と、
地域活性化を図ります。

●審議会
利用事業を行おうとする法人等を適用事業者として指
定するための市長の諮問機関として、八女市遊休公共
施設等利活用促進審議会を設置し、審議を行います。
審議会は、弁護士など有識者６名で構成します。

●適用事業者への奨励措置
奨励措置①　減額譲渡
基準額の10％（下限）まで減額
（建物の譲渡額から解体撤去費を控除可能）

奨励措置②　減額貸付
基準額の1.6％（下限）まで減額
（10年間の減額貸付後、無償譲渡が可能）

奨励措置③　固定資産税の免除
利用施設に係る固定資産に対し、最大3年間免除

※基準額：固定資産税に係る仮評価額又は不動産
鑑定額のうち低い額

提案者

遊休公共
施設等
利用・
購入

希望者

市（市長決裁）利活用事業の提案（申請）

適用事業者の指定、
詳細協議し随意契約で契約の上、

奨励措置を講じる

施
設
所
管
課

財
政
課

遊
休
公
共
施
設
等
利

活
用
促
進
審
議
会

書類審査・
審議会開催依頼

結果通知

開催準備・
諮問

審議・答申

手続きのイメージ

審議会後
指定起案

決裁
懸念点等確認

回答・修正
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企画政策課
脱炭素社会推進係拡充№4・5 再生可能エネルギー利活用事業(林業関係)

令和７年度予算額(№4)2,000千円(№5)289千円　＜財源＞森林管理譲与税繰入金 2,289千円

(1)森林Ｊクレジット創出に向けた検証を行う。
　 具体的には、森林施業の検討、収益や経費

   の採算性、事務処理等の検証を行う。

(2)木質バイオマス拠点基地整備の推進を行う
　 ため、民間事業者と連携して未利用材集積

   システムの構築を図る。

　八女市の豊富な森林資源を活用した脱炭素
の推進と併せた林業の活性化を図るため、森
林のＣＯ２吸収量のクレジット化、未利用材
集積システムの構築による木質バイオマス拠
点基地整備及び木質バイオマスの利用促進を
図ることによる脱炭素の推進及び林業分野の
新たな収益の確保を行う。
(1)森林Ｊクレジット創出事業(№4)
(2)木質バイオマス拠点基地整備事業(№5)

(1)森林Jクレジット創出事業

(1)森林Ｊクレジットの検証結果を林業関係者と共有し、市全
   域でのＪクレジット創出を促すことで、林業の新たな収益
   の確保を行うことで、林業の活性化によるＣＯ２吸収量増

   加と山間地の雇用創出を図る。

(2)木質バイオマス産業の創出による脱炭素の推進と併せて林
   業活性化による山間地の雇用創出を図る。

(2)木質バイオマス拠点基地整備事業

森林Jクレジット化に向けた手法等、具体性の検証を行う。

市

未利用材の
チップ化

未利用材の有効活用
による資源の創出・

CO2削減へ

連携

展開
拠点基地
の整備

仕組化→未利用材集積システムの構築

民間

委託

市

森林

・森林施業検討

・事務手続等検討

・採算性の検討

J

ク
レ
ジ
ッ
ト

創
出

民間

未利用材
の搬出
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定住対策課
定住対策係

拡充№6　地域おこし協力隊事業
令和７年度予算額 116,985千円　＜財源＞特別交付税 1人あたり上限 5,200千円

　各課（局・支所）が地域課題を吸い上げ、課題解決
のための事業（ミッション）設計を行い、ミッション
遂行を担う人材を全国から募集し地域おこし協力隊と
して業務委託（又は雇用）する。
・隊員23名に係る予算＝111,979千円

＜拡充内容＞
（１）地域おこし協力隊募集支援事業＝3,003千円
課題解決に向けた具体的なミッション設計や、着任前
後のギャップ解消のための関係者間の合意形成などを
支援するとともに、優秀な人材を募集するための取組

（２）地域おこし協力隊活動サポート事業＝2,003千円
移住者でもある隊員の人脈づくりや必要なスキル習得
に向けた支援を行うとともに、日々の相談対応を行い、
活動に関する不安解消のための取組

　意欲ある人材を地域外から募集し、最長３年
間当市へ居住しながら、地域ブランド力の向上
や、地場産品の開発・販売、農林業への従事な
ど「地域協力活動」を行い、地域の維持・発展
を図るとともに、将来的な定住を目的とする。

令和7年度退任予定の地域おこし協力隊の定住率
66％（2/3人）とし、全国平均（令和5.3月末
52.0％）を常に上回る定住率を目標とする。

（平成25年度事業開始後令和5年度までの定住率
70.4％）

事業の内容

事業目的

事業概要

事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

成果目標

八女市

・移住者の増加による地域活性化
・柔軟な発想による課題解決

地域おこし協力隊

・自身の能力を活かした活動
・自己実現、生き甲斐の発見

・居場所の確保

・斬新な視点での地域活性化
・新しい住民が増えることに

よる活気増

地　域

国
特別交付税措置

契約・連携

協働

連携～地域おこし協力隊・地域・地方
公共団体の「三方よし」の取組～
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定住対策課
住宅係

拡充№7　住宅耐震改修補助事業 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額1,700千円  ＜財源＞社会資本整備総合交付金 300千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木造戸建て住宅性能向上改修促進事業補助1,300千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　昭和56年5月31日以前に市内に建築された木
造戸建て住宅において、耐震診断の結果、建
物の上部構造評点が1.0未満である木造戸建て
住宅を1.0以上にする耐震改修工事と併せて行
う省エネ改修工事及び建替え等に伴う除却工
事への補助をすることにより、「地震に強い
安全・安心なまちづくり」及び「脱炭素社
会」の実現に資することを目的とする。

　耐震性のない木造戸建て住宅の耐震改修工事・省エネ改修
工事及び建替え等に伴う除却工事は、市民において高額であ
ることが課題。

　福岡県戸建て住宅性能向上改修促進事業の補助制度等を活
用することで、市民および市の経費負担を最小限に押さえ、
効果的に事業を実施し、耐震化を推進する。

　木造戸建て住宅における耐震改修工事や省エネ改
修工事、建替え等に伴う除却工事をされる場合、当
該改修にかかる経費に対し補助金を交付する。　

事業費　1,700千円 　（①②③）

①耐震改修工事　　　　　（600千円×1件）600千円
　　　　（補助率40％）上限60万円
②省エネ改修工事　　　　（200千円×1件）200千円
【拡充】（補助率25％）上限20万円　　　
③建替え等に伴う除却工事（300千円×3件）900千円
【拡充】（補助率23％）上限30万円
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定住対策課
公共交通政策係拡充№8　地域公共交通調査事業　　　　　　　　　　　　

令和７年度予算額 31,960千円　　　　　　　　　　　　　　

●調査研究内容

　国が進める公共交通のリ・デザイン（再構
築）の内容を踏まえ、各交通モードの役割分担
や乗合タクシーの方向性等について整理するほ
か、新たな移動手段（ライドシェア）やＤＸ技
術の活用等について調査･研究する。
●実証運行
　条件適合地区における実証運行により、需給
等の調査を行う。

　市内、特に中山間地域における交通不便の
緩和・解消に向けて、最近の道路運送法関連
制度の改正等を踏まえ、今後目指していく交
通の姿を調査するとともに、新たな移動手段
の導入可能性等について研究するもの。

●新たな移動手段（ライドシェア）の八女市内における
活用可能性を検証
●今後の乗合タクシー機能改善項目を整理

●現行の八女市地域公共交通計画策定時に加味されてい
ない事項（道路運送法の改正、運転手不足の課題等）を
計画に適切に反映

交通モード
の骨格整理

調査領域

乗合タクシー
の方向性

ライドシェア研究

　　　＋
　  実証運行 

必要部分について公共交通計画への反映

市

八女市地域公共交通協議会

負担金

【スケジュール】
秋　口：中間とりまとめ
年度末：最終報告
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観光振興課
都市交流係拡充№9　都市交流事業 　　　　　　　　　　　　

令和７年度予算額 13,589千円

　ダニエル・ケン・イノウエ氏のルーツの地
にある「八女市立上陽北汭学園」とイノウエ
氏の出身校「ワシントンミドルスクール」は
2022年8月に姉妹校となり、オンラインでの交
流を続けてきた。今回、実際に訪問し対面交
流することで、さらに両校の交流を深め、国
際感覚を養い、イノウエ氏に習って社会に貢
献できる人材の育成を目的とする。

※要件（現地交流、市町村主体、小中学生5名以上）　

＜拡充分＞旅行手配業務委託料　4,200千円（財源①②）

①参加者負担金（100千円×5名）　　500千円
②福岡県市町村振興協会「小中学生海外派遣事業助成」　　　
（総額4,200千円－参加費500千円)×3分の2
　　　　　　　　　　　　　　　　2,466千円　

　これまでオンラインの交流を行ってきたが、対面交流は渡
航費が高額であることが大きなネックとなっていた。

　今回、福岡県市町村振興協会の助成制度を活用することで、
参加者および市の経費負担を最小限に押さえ、効果的に事業
を実施し、八女市青少年の国際交流体験を推進する。

福岡県市町村

振興協会

実施主体

【八女市】

３分の２
助成

＜財源＞市町村小中学生海外派遣事業助成金 2,466千円・参加者負担金 500千円

●訪問先　アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル
　　　　　ワシントンミドルスクール
　　　　　　　
●期　日　2025年8月下旬　4泊6日

●内　容　ワシントンミドルスクール訪問、
　　　　　フィールドトリップ　など

●参加者　上陽北ぜい学園生徒5名程度
　　　　　（7～9年）引率（教師、市）
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福祉課
福祉相談係

拡充№10　ひきこもり支援推進事業　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 14,924千円 ＜財源＞ひきこもり支援推進事業費補助金 7,462千円　　　　　　　　　　　

ひきこもり支援を推進するための体制を整備
し、相談支援等を通じて、ひきこもり状態に
ある本人の社会参加を促進することにより、
本人及びその家族等の福祉の増進を図ること
を目的とする。

ひきこもりの状態にある本人や家族からの電話、来所等
による相談に応じ、適切な助言を行うとともに、家庭訪
問等のアウトリーチ型の支援を行い、本人の自立を推進
し、対象者の福祉の増進を図る。

また、地域における関係機関とのネットワークの構築や、
ひきこもり対策にとって必要な情報を広く提供する役割
を担う。

市
社会福祉協議会　

委託
①ほっと館やめ（旧八女、上陽）
社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を
有するひきこもり支援コーディネーターが相談
や適切な支援を実施。

【拡充】社協黒木支所に職員を配置
　黒木・矢部地区の対象者に対応ひきこもり

の人やその
家族

利用

【拡充】②ひきこもりカフェ
　　　　　（ゆめタウン八女店内）
「ほっと館やめ」の次のステップの活動を目指
す対象者が、来店される地域のお客様へお茶
等の提供や、ゆめタウン八女の店舗作業の体
験を通して、そこでできることを増やし自信を
つけていきながら、社会との関わりを持ってい
けるよう支援を行う。＜補助率＞国１/２

ひきこもりに特化した相談窓口としての機能を有
する「ひきこもり地域支援センター（ほっと館や
め）」を整備し、①相談支援②居場所づくり③連
絡協議会・ネットワークづくり④当事者会・家族
会開催事業⑤住民向け講演会・研修会開催事業⑥
サポーター派遣・養成事業⑦民間団体との連携事
業⑧実態把握調査事業等を実施することにより、
ひきこもり支援の基盤を構築し、本人の状況に応
じた社会参加に向けた支援を図る。

【拡充内容】委託先：八女市社会福祉協議会

①黒木・矢部地区のひきこもり支援対応として、
社会福祉協議会黒木支所に職員１名増員（兼務）
②ゆめタウン八女と協働により、店内に「ひきこ
もりカフェ」を設置運営 32



福祉課
福祉相談係

拡充№11　生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金 転居費用補助） 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 3,024千円　＜財源＞生活困窮者自立相談支援事業等負担金 2,268千円　　　　　　　　　　　　　

①家賃補助

世帯の収入額に応じ、単身世帯：32,000円、2人世
帯：38,000円、3人世帯41,100円（いずれも上限額）
など、世帯の人数に応じて家賃補助を行う。

②転居費用補助【拡充】

収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家
賃負担等を軽減する必要がある生活困窮者等に、家賃
の低廉な住宅への転居のための初期費用（転居先の住
宅扶助額に３を乗じて得た額。ただし、実費が支給額
を下回る場合は実費相当）の補助を行う。

①離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・
都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と
同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した
方又は住居を喪失するおそれのある方で求職活動要件
など一定の要件を満たす場合に家賃相当分を支給する
ことにより、住居及び就労機会等の確保を目指す。

②令和７年度から拡充として、家賃が低廉な住宅への
転居が必要な世帯（要件あり）には、転居費用の支援
を行い、家賃負担の軽減に伴う家計の改善により、経
済的自立と安定した住まいの確保を目指す。

生活困窮者等の相談を受け、その家計状況を踏まえての
助言や支援を行いながら、家賃の補助や、さらに家賃の
低廉な住宅への転居が必要と認められる要件を満たす対
象者に対しては転居費用の補助を行い、家賃負担を軽減
することにより家計を改善し、経済的自立と安定した住
まいの確保を図る。

申請者 市
大家
不動産業者

 ①家賃補助
　　　　     申請　　　　　家賃支払い　

　②転居費用補助
　　　　　　
　　　　  　  申請

　　　　 転居費用補助

　 ②の流れついては未確定　　　

  ①②ともに国庫負担金３／４
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福祉課
福祉相談係拡充№12　家計改善支援事業業務委託料　　　　　　　　　　　　

令和７年度予算額 4,500千円　＜財源＞生活困窮者就労準備支援等事業補助金 3,000千円　　　　　　　　　

生活困窮者等の相談を受け付け、一人ひとりの状況に合わ
せて行う支援の中の一つ。

相談者に対して、自らの家計状況の把握や家計改善の意欲
向上を図るため、家計表等を活用し本人を含む世帯全体の
家計収支等に関する課題の評価・分析を行い、状況に応じ
た家計再生プランを作成する。

① 家計管理に関する支援（家計表等の作成支援、出納管理
等の支援）

② 滞納（家賃、税金、公共料金等）の解消や各種給付制度
等の利用に向けた支援

③ 債務整理に関する支援（多重債務者相談窓口との連携、
弁護士事務所等への同行等）

④ 貸付のあっせん 等を行う。

家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、
家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握を
行い、相談者が自ら家計を管理できるように支援
する。また、状況に応じた支援計画の作成や相談
支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付の
あっせんなどを行い、早期の生活再生をサポート
する。
【拡充】委託先：八女市社会福祉協議会　

コロナ禍で顕在化した生活困窮者からの相談及び
債務整理支援対応のため職員を１名（兼務）増員

生活困窮者が直面している問題の解決を支援するだけで
なく、相談者自身が力をつけることによって、その後の
生活の再生や自立を目指す。結果として、再び困窮状態
になることの予防や、税等の滞納の解消、効果的な貸付
の実施、就職活動の円滑化を図る。

＜補助率＞国２/３
  ※うち困窮者（福祉相談係）：70％、
　　　　被保護者（生活支援係）：30％

八女市 八女市社協

相談者
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子育て支援課
こども家庭係

拡充№13　やめっこ未来応援金事業 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 41,512千円＜財源＞・妊婦のための支援給付交付金39,100千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・妊婦のための支援給付費補助金（国）441千円（県）46千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・出産子育て応援交付金（国）1,133千円（県）283千円　　　　　　　　　　　　　　　　

妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、
妊婦等包括相談支援事業（伴走型相談支援）
を効果的に組み合わせて、妊婦等の身体的、
精神的ケア及び経済的支援を実施する。

妊娠期から経済的支援を行い、妊婦等の身体的、精神的ケア
を行い、出産後の子育て支援へつなげていく。
対象妊婦への支給率：100％を目指す。

＜支給対象者＞
市内に住民票を有する妊婦
・妊娠届等により妊婦給付認定を受ける
　⇒５万円支給
・妊娠しているこどもの人数等の届出を行う
　⇒妊娠しているこどもの人数×５万円支給

※口座振込による現金給付またはギフトでの
給付

【拡充内容】
流産・死産においても支給対象となる。
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子育て支援課
こども保育係

拡充 №14 放課後児童健全育成事業（施設整備） 　　　　　　　　　　　　
令和7年度予算額 7,211千円　＜財源＞地方債 7,200千円　　　　　　　　　　　　　　

利用児童が増加している岡山小学童の増築工
事、その他の学童保育所の空調設備更新工事
等を行う。

学童保育所の施設整備及び営繕工事等を実施
し、適切な保育環境を整備する。

１．実施主体…八女市（学童保育所の運営は法人等に委託）

２．主な施設整備事業…

（１）R7_主な事業
　　　岡山小学童増築工事設計業務委託料 7,211千円

（２）R8_主な事業
　　　岡山小学童増築工事・設計監理 94,120千円
　　　岡山小学童仮設プレハブの撤去 3,000千円
　　　※現定員186人 → 増築後定員220人

３．施設整備補助率…国（2/3）、県（1/6）
　　※補助率は、本体工事及び設計監理に係る補助率
　　※設計業務委託料は補助対象外

１．待機児童を減少させる。

２．空調設備が老朽化する学童保育所について、早急に　

　空調設備の更新等を行い、適切な保育環境を整備する。
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子育て支援課
こども保育係

拡充 №15　特別保育業費補助金 　　　　　　　　　　　　
令和7年度予算額 77,300千円　　　　　　　　　　　　　　

　

１．公定価格（保育所等運営費）では対応して
　　いない障害児教育・保育等の保育ニーズに
　　対応するための費用について、私立保育所
　　等に対する財政支援を強化する。
　　※ R7から「障がい」に改正

２．児童数の減少が進む八女東部地域の特定の
　　私立保育所等について、新たな財政支援を
　　行う。

【拡充内容】
　障害児教育・保育事業補助金 66,000千円

（１）実施主体…私立保育所等
（２）事業内容…

　　　障害児加配保育士等の人件費等を補助
　　・ 250千円×22人×12か月
　　※ 補助基準額を増額 162千円/月 → 250千円/月
　　※ 年収ベースでは、194万円 → 300万円 に改善

１．障害児保育に従事する保育士等の処遇を改善し、
障害児の受入れ体制の強化を支援する。

２．児童減少が進む八女東部地域の保育の提供体制
を確保する。

　　「事業スキーム」欄に記載のとおり、対象事
業の実施に必要な費用について、補助金を交付
する。
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拡充　№16 成人予防接種事業 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額１０４，７８４千円（うち拡充４７，１７３千円）

＜財源＞(県)風しん予防接種助成費補助金 200千円　　　　　　　　　　　　　　

健康推進課
感染症予防係

予防接種法に基づき、成人が対象の定期予防接種（Ｂ
類疾病※：高齢者のインフルエンザ・肺炎球菌・帯状
疱疹【令和７年４月～】）を実施することで、個人の
発病・重症化予防を図るとともに、感染症のまん延防
止効果により、公衆衛生の向上に寄与する。

また、妊娠希望者及びその配偶者等を対象とした風し
ん任意予防接種助成（市）を実施し、先天性風しん症
候群等を防止することで市民の健康保持増進を図る。

※Ｂ類疾病：個人予防に比重を置き、個人の発病・重症化予
防を主な目的として予防接種法に基づき実施

（１）定期予防接種（Ｂ類疾病）

予防接種法に基づく定期予防接種のうち、成人を対象
とした予防接種（Ｂ類疾病※）を実施する。

※接種委託料単価・自己負担額は、八女地区予防衛生
連絡会（八女地区２市１町、八女筑後医師会）で決定
【拡充】令和7年4月から高齢者の帯状疱疹が定期接種

（２）風しん任意予防接種助成

妊娠希望者及びその配偶者、同居家族等を対象とした
風しん任意予防接種の助成の実施。（低抗体の方）
接種費用の全額を助成（上限１万円）
（県補助　対象経費の１／２）

（１）定期予防接種（Ｂ類疾病）の実施

（２）風しん任意予防接種助成（償還払い）

医療機
関

申請者

被接種者
市

②任意接種
費用支払

④交付決定
・支払

①予防接種実施
（任意） ③助成申請

対象者 実施医療
機関

市

②自己負担額
　支払

④委託料の
　支払

①予防接種実施
（定期）

③委託料請求
（実施月）

（１）感染症のワクチン接種を行うことで、免疫水準の向上によ
り発症及び重症化に伴う医療費の削減効果、感染症による社会経
済活動への影響を抑制する効果が期待される。
　【拡充分】帯状疱疹ワクチンの接種率目標　３０％
　　　（参考：肺炎球菌ワクチン接種初年度　４０％）

（２）妊娠希望者の風疹の罹患を予防し、先天性風しん症候群等
を防止することで、安心して出産できる環境を整え、母子の健康
保持に寄与する。申請数目標　４０件

　　（過去　最大値　Ｒ５=４３件、最小値　Ｒ２=２２件）
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介護長寿課
高齢者福祉係

拡充№17　緊急通報システム事業　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 4,206千円　　　　　　　　　　　　　　

　日常生活に不安を抱えるひとり暮らし高齢
者や高齢者のみ世帯等へ緊急通報装置を貸与
し、急病等の緊急通報並びに相談等に対応す
ることにより、不安の軽減を図り、在宅生活
を支援しできるだけ長く住み慣れた地域で生
活できるように支援を行うもの。

　また、別世帯で生活する家族の不安軽減に
繋げる。

八女市の高齢化率は12月末で36.66％で、生活支援を要する
ことの多いひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯も増加を続
けている。利用負担があることで申請に至らないケースを防
ぎ、利用中の方の負担感を取り除き、必要な方に安心してご
利用いただけるよう月額400円の自己負担を無料とする見直
しを行う。

市

利用者

委託業者

サ
ー

ビ
ス

提
供

自
己

負
担

400円

利
用

申
請

　利
用

決
定

事業報告、委託料請求

　申請情報、委託料支払

 廃止

（1）事業内容
　自宅の固定電話に緊急通報装置を設置し、緊急連絡体
制を整える。利用者負担は、月額400円。令和6年度から
は、携帯電話型の緊急通報装置の導入を行った。
（2）対象者

　ひとり暮らし高齢者（障害者含む）、高齢者のみ世帯
で日常生活に不安を抱えるもの
（3）事業の見直し

　令和7年度から、利用者の負担軽減、利用者拡大を目
的に月額400円の自己負担を無料に変更し、制度の拡充
を図る。
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拡充№18　八女茶生産振興事業 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 30,289千円
　＜財源＞ふるさと支援寄附基金繰入金 8,000千円・過疎対策事業債 11,600千円　　　　　　　　　　　　　　

農業振興課

農産園芸係

（１）八女伝統本玉露推進協議会事業推進部負担金（7,000千円）
　・八女伝統本玉露を基軸とした八女茶ブランディング事業支援

（２）八女伝統本玉露生産振興事業補助金（11,915千円）
　①手摘経費補助　75,000円/10a（摘採人件費150,000円/10aの1/2）
　②新植経費補助　40,000円×3年分（未収益期間）
　③GI伝統技術展示圃　50,000円（全国茶品評会出品園）
　④すまき経費補助（拡充分）　すまき購入費の1/2以内

  ⑤摘採ステーション検証（拡充分）　検証経費の1/2以内

（３）農業生産振興事業補助金（6,580千円）
　・JAふくおか八女茶業部会各支部への生産振興対策支援

（４）農産物普及活動支援事業補助金（1,500千円）
　・八女茶ソムリエスクール運営支援

　八女茶は、八女市を代表する農産物であり国内はも
とより海外でも高い評価を得ている。一方、リーフ茶
の市場規模が縮小していることで、生産者数・生産面
積も減少傾向である。

　八女茶の生産振興を始め、八女伝統本玉露を基軸と
したブランディング事業や普及・消費・販路拡大など
への取組に支援することで、八女茶の産地維持や生産
技術の継承及び認知度向上を図ることを目的とする。

（１）八女伝統本玉露推進協議会事業推進部負担金

（２）八女伝統本玉露生産振興事業補助金

（３）農業生産振興事業補助金

（４）農産物普及活動支援事業補助金

（１）八女茶ブランディング事業では、ボトリングティを軸とした海外へのアプ
ローチを継続し、認知度向上と販路拡大を目指す。

（２）八女伝統本玉露生産振興では、生産面積の維持と取引単価の向上を目
指す。GI認証を受けた八女伝統本玉露の平均単価（目標値：20,000円/100g）

（３）八女茶生産振興では、生産面積の維持を基本に碾茶を含めた産地形成
を目指す。

（４）農産物普及活動支援では、八女茶ソムリエスクールを通じて、八女茶に
特化した知識を有する方々の育成を目指す。

八女市 協議会
負担金（定額）

八女市 JA 玉露生産者

補助（定額・1/2以内）

申請 申請

補助金交付

八女市 八女商工会議所
補助（1/2以内）

申請

八女市 JA茶業部会支部
補助（1/2以内）

申請
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林業振興課
森林再生係

〇危険木除去支援対策事業費補助金【拡充】
危険木・倒木の除去、枯損木伐採、枝落とし
等、立竹木の伐倒及び管理に係る経費等への
補助
(１)住宅や自治公民館等対象
　　整備費用の８割（最大３０万円）補助
(２)電線等対象
　　整備費用の５割補助

　地域森林計画の対象森林周辺において、台
風その他の自然災害等による倒木等により、
住宅、自治公民館、電線その他の重要な生活
基盤に被害を及ぼすおそれのある危険木の除
去に要した費用に対して補助支援を行う。

拡充№19　森林経営管理事業(危険木除去支援対策事業費補助金) 　　　　　　　　　　　　
令和７年度予算額 1,500千円 ＜財源＞森林環境譲与税基金繰入金 1,500千円

　森林所有者や地域住民等が協力して保全活動を行うこ
とで地域の安心・安全に繋げる。

手続きのイメージ

（申請者）

(1)住宅や自治公民館　
等対象

・危険木の所有者

・住宅に被害を受ける
恐れのある者

・自治協議会等の地域
団体

(2)電線等対象

・電気事業法に規定さ
れる一般送配電事業者
及びその関連会社

危険木

(市)

(倒れる恐れなど)

(伐採・撤去等)

(補助申請)

(補助支援)
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学校教育課
学務係

拡充№20　物価高騰に伴う学校給食等に関する負担軽減事業　　　　　　　　

令和７年度予算額 163,828千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜財源＞物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 73,000千円・子ども夢基金繰入金 68,000千円　　　　　　　　　

学校給食を受ける児童及び生徒の保護者
が負担する学校給食費を補助することに
よって、子育て世代の経済的負担を軽減
し、安心して子育てができる環境の整備
を図り、少子化対策・子育て対策を推進
することを目的とする。 

〇栄養バランスの取れた食事を提供し、成長期に必要
なエネルギーや栄養素を適切に摂取できるようにする。

〇食べ物への感謝や望ましい食習慣、郷土の食文化へ
の理解を深めることを目指す。

〇地元産の食材を活用し地域と連携を図るほか、衛生
管理やアレルギー対応により安全で安心な給食を実現
する。

①食材費高騰分（給食費の20％）の食材費
の補助を行う【拡充】前年度より10％増

②小学生及び中学生の給食費負担額が月額
2,000円になるよう、小学生に対し月額
2,300円、中学生に対し月額3,000円の食
材費の補助を行う

 

市
各学校
給食会計

補助金交付

保護者

給食費
月額2,000円支払い

物資納入
業者

食材購入・納入
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教育指導課
教務係拡充№21　教育相談員派遣事業 　　　　　　　　　　　　

令和７年度予算額 35,979千円　＜財源＞スクールソーシャルワーカー配置事業費補助金 2,333千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　教育支援センター負担金 7千円

　児童生徒の学校生活における学習相談や生活相談をはじ
め、いじめや不登校など子どもや保護者の悩みに応じる
「教育相談」を実施し、正しい理解に基づき個に応じた適
切な学習・行動への支援を行う。　

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し
ながら、児童生徒の心の健康を確保するために、教育相談等の
カウンセラー的機能を充実させる。

八女市立学校全校において、スクールカウンセラー及びスクー
ルソーシャルワーカーを活用する。

【スクールソーシャルワーカー】

　学校の教職員と連携しながら、特性を持っているために
学校生活に困り感がある児童生徒や不登校児童生徒・不登
校兆候の児童生徒及び経済面や教育面、生活環境面等で家
庭的に厳しい状況にある児童生徒に社会的自立を支援する
ためのコーディネートを行う。
　学校と定期的な情報共有を行い、校内巡回等での児童生
徒の様相観察や面談等を通して丁寧なアセスメントを行う。
その上で、本人及び保護者や家庭環境への支援が必要な場
合は、学校と連携し、家庭訪問や定期的な面談及びケース
会議等を行う。また、状況に応じて福祉サービスの紹介を
したり、病院受診につなぐなど外部機関との連携も含め、
福祉的な立場からの児童生徒の生活環境の改善を図る。

【教育支援センター】

【拡充】指導員を2名から3名へ増員
　教育支援センター「あしたば」において、心理的又は情
緒的理由等により登校できない状況にある児童生徒に対し、
学校復帰・社会的自立のための指導・支援・教育相談を行
う。

学校
教職員

家庭
児童生徒・保護者

スクールソーシャルワーカー

教育支援センター

医療機関・福祉施
設・福祉課・警察・
児童相談所・幼稚
園・保育所　など

ネットワークの構築

相談

相談

相談

支援

支援 家庭訪問
支援

連携

支援

相談
情報提供

【スクールソーシャルワーカー配置事業補助金】

補助上限額：5,000円×140時間×中学校数10校×1/3＝2,333,000円（千円未満切捨て）　

事業の内容

事業概要

事業目的
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